
 

 

平成２３年６月２７日 

農 林 水 産 省 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「農林水産省本省 

庁舎等の施設管理・運営業務」に係る民間競争入札の落札者の決定について 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51号）に基づく民間競争

入札を行った「農林水産省本省庁舎等の施設管理・運営業務」については、下記のとおり落札者を

決定しました。 

記 

１ 落札者の名称 

  代表者 日本ビルサービス株式会社 

  構成員 国際警備株式会社 

      株式会社山武 

      上園緑地建設株式会社 

２ 落札金額 

  １，０４４，５４０，０００円（税込み） 

   ※実施期間 平成２３年４月１日から平成２６年３月３１日までの３年間分の額 

３ 落札者の評価点 

  基礎点及び加算点の合計  １５５点 

  入札金額         ９９４，８００，０００円（税抜き） 

  総合評価点        ０．１５５８１０２１３点 

  （総合評価点については、基礎点及び加算点の合計を入札金額で除した値を１０の６乗倍した 

もので、小数点以下９桁を表示） 

４ 落札者決定の経緯及び理由 

      農林水産省本省庁舎等の施設管理・運営業務に係る民間競争入札実施要項に基づき、入札参 

  加者（９者）から提出された企画書について、実施要項に定める評価委員会において審査した 

  結果、いずれも必要項目において基準を満たしていた。 

   入札価格については、２月２８日に開札した結果、６者が予定価格の範囲内であったことか 

  ら、この６者について総合評価を行ったところ、上記の者が落札者となった。 

５ 落札者における事業の実施体制及び実施方法の概要 

   落札者が行う業務は、警備保安業務、点検等及び保守業務、清掃業務、環境衛生管理業務、 

その他の運営業務である。 

  これらの実施体制については、４つの企業によりグループを形成し、統括責任者及び副責任 

者を配置する。統括責任者が中心となり、各業務について安定した事業体制を構築し、施設利 

用者の快適性の確保や建物設備等の品質の維持及び緊急時における対応など快適な環境を図る 

ものとする。 
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平成２３年６月２７日

農 林 水 産 省

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「農林水産省本省

庁舎等の施設管理・運営業務」に係る民間競争入札の契約締結について

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号）に基づく民間競争

入札を行った「農林水産省本省庁舎等の施設管理・運営業務」については、下記のとおり契約を締

結しました。

記

１ 契約の相手方の住所、名称及び代表者の氏名

（１） 代表企業

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

日本ビルサービス株式会社

代表取締役社長 矢口 敏和

（２） 構成員

①神奈川県横浜市中区山吹町1番地1

国際警備株式会社

代表取締役社長 田邊 中

②東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

株式会社山武

代表取締役社長 小野木 聖二

③大阪府大阪市旭区高殿一丁目11番13号

上園緑地建設株式会社

代表取締役社長 米盛 輝雄

２ 契約金額

１，０４４，５４０，０００円（税込み）

※実施期間 平成２３年４月１日から平成２６年３月３１日までの３年間分の額
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３ 本件業務の内容及びその実施に当たり確保されるべき質

(1) 本業務の対象は以下の一覧のとおりとする。

番号 業 務 種 別

1 統括責任者業務

2 警備保安業務

3 点検等及び保守業務

電気工作物等保守業務

弱電設備保守業務

電気・空調・衛生設備定期点検・保守業務

受変電設備点検整備

自家発電設備点検整備

監視モニター保守業務

入退館ゲート保守

ＩＣカード発行機保守等業務

排水除害設備点検保守

電話交換設備保守業務

遠心式冷凍機保守業務

自動制御機器点検保守

空気調和機点検保守

圧力容器その他点検

個別空調機保守点検

空気清浄機保守業務

三番町分庁舎チリングユニット点検保守

消防用設備保守業務

二酸化炭素等消火設備点検保守

三番町分庁舎池用浄化装置点検保守

生ごみ処理機保守業務

三番町分庁舎エレベーター保守業務

電気時計設備保守

テレビ共同受信設備保守

自動扉保守

4 環境衛生管理業務

事務室作業環境測定

受水槽等点検清掃

汚水槽等点検清掃

ねずみ・害虫駆除業務

5 清掃業務

6 植栽管理業務
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(2) 本業務の内容については、以下に掲げるとおりとする。

① 統括責任者業務

(ｱ) 勤務時間及び勤務日

・ 勤務時間 8:30～18:30 統括責任者１名・補助者２名

※ 勤務時間について、始業時から１時間と終業時前１時間は、統括責任者及び補助者の

うち１名以上が勤務していれば可とする。

・ 勤 務 日 開庁日（平日）

(ｲ) 業務内容

警備保安業務、点検等及び保守業務、清掃業務、環境衛生管理業務、その他の運営業

務（以下、「維持管理業務」という。）を円滑に遂行するために、統括責任者１名及び補助者２

名を配置し、農林水産省本省庁舎及び三番町分庁舎等の職員と施設利用者の連絡調整を

密に行うこと。

なお、統括責任者及び補助者は代表事業者から選出することとし、業務責任者を兼務す

ることができる。

・ 統括責任者及び補助者は､維持管理業務を行う各業務担当者と連絡調整を密に行うこと｡

・ 関連する作業の工程及び日程は、原則として統括責任者が農林水産省大臣官房経理課

（以下、「大臣官房経理課」という。）と相談・協議の上、実施すること。

・ 大臣官房経理課の指示に従い、当初契約時に実施期間全体の業務計画書を作成し、大

臣官房経理課に提出する。

・ 事業者は、作業の遂行に当たっては、大臣官房経理課の担当者と密接な連絡のもとに作

業を実施し、作業完了後はその内容を記載した報告書を作成し、業務報告書として提出

すること。

・ 維持管理業務に付随する、法律及び条例等に定められた報告書または資料等の作成に

ついても行うこと。

・ 事業者は、施設の維持管理に係る資料、図面の保管・管理を行うこと。

・ 事業者は、各業務について、業務の手順や具体的な作業の方法などを定めた管理マニ

ュアル等の立案と更新を行うこと。

・ 維持管理業務を包括的に管理・運営すること。

② その他の業務

各業務の仕様書に定めるとおり。

(3) 確保されるべき本業務の質に関する事項は、以下に掲げるとおりとする。

① 管理・運営業務の質

管理・運営業務を通して、快適な施設利用を可能とするとともに、当該施設における執務の

円滑な実施を可能とすること。

(ｱ) 快適性の確保

施設利用者アンケートの満足度（定量的な指標：70％以上）

(a) 農林水産省は、当該施設に勤務する職員（以下「施設利用者」という。）を対象に「施設

利用者アンケート」を年１回実施する。

(b) 満足度は、「満足」及び「おおむね満足」に該当する回答の割合を集計（１％未満の端

数が生じるときは、小数点第１位を切り捨て）するものとする。

(ｲ) 品質の維持

(a) 管理・運営業務の不備に起因する当該施設における執務の中断回数
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（定量的な指標：０回）

※ 執務の中断とは、執務が中断することにより目的が達成されない場合をいう。

(b) 管理運営業務の不備に起因する空調の停止、停電、断水の発生回数

（定量的な指標：０回）

(ｳ) 安全性の確保

管理・運営業務の不備に起因する施設利用者の怪我の発生回数

（定量的な指標：０回）

※ 怪我とは、病院での治療を要する怪我をいう。

② 各業務において確保すべき水準

各業務における確保すべき水準は、別添資料１～３１の「仕様書」に定める内容とする。 た

だし、「仕様書」に定める内容については、改善提案を行うことができる。

③ 創意・工夫の発揮可能性

本業務の実施に当たっては、次の観点から事業者の創意と工夫を反映し、本業務の質の

維持向上（包括的な質の向上、効率化）とコスト削減に努めるものとする。

(ｱ) 管理・運営業務の実施全般に対する提案

事業者は、管理・運営業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の

提案を行うことができる。

(ｲ) 従来の実施方法に対する改善提案

事業者は、各業務の従来の実施方法に対し、改善すべき提案がある場合は、具体的な方

法等を示すとともに、確保すべき水準が確保できる根拠等を提案すること。

(ｳ) コスト削減についての改善提案

事業者は、管理・運営に関するコスト削減に関する提案を行うことができる。

④ 業務改善策の提出

事業者は、次の場合、速やかに業務改善策を作成、提出し、農林水産省の承認を得なけ

ればならない。なお、事業者は、改善策の作成及び実施に当たり、農林水産省に対して必要

な助言、協力を求めることができる。

(ｱ) 報告等の結果、本業務の質が確保されないことが明らかになり、農林水産省が業務の改

善が必要であると判断し、事業者にこれを求めた場合。

(ｲ) 農林水産省が、本業務のモニタリング(質疑応答)を随時行い、契約及び業務の仕様に照

らして不適切であり、業務の改善が必要であると判断し、事業者にこれを求めた場合。

４ 本業務の実施期間

本業務の実施期間は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までとする。

５ 契約により民間事業者が講ずべき措置

(1) 報告等

① 業務従事者名簿等の提出

(ｱ) 事業者は、本業務開始日までに統括責任者等を選任し、管理体制を書面にて農林水産

省に提出すること。

(ｲ) 事業者は、本業務開始日までに本業務に従事する者、本業務を行うに当たり必要な資格

を有する者の名簿を農林水産省に提出すること。

(ｳ) 事業者は、点検等及び保守業務、施設警備業務、清掃業務等に従事する者の配置予定

表を監督職員に届け出ること。
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② 業務計画書の作成と提出

事業者は、各年度の本業務開始日までに年度毎の管理・運営業務計画書を作成し、農林水

産省に提出すること。

③ 業務報告書の作成と提出

(ｱ) 事業者は、業務の内容に応じて、農林水産省の指定する周期において業務報告書を作成

し、監督職員に提出すること。

(ｲ) 事業者は、各年度終了後、当該年度に係る本業務の年間総括報告書を農林水産省に提

出すること。

(ｳ) 事業者は、万一、事故等が発生した場合は、迅速に対応するとともに、直ちに監督職員に

報告すること。

(2) 農林水産省による調査への協力

農林水産省は、事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるとき

は、事業者に対し、当該管理・運営業務の状況に関し必要な報告を求め、または事業者の事務

所（または業務実施場所）に立ち入り､業務の実施状況または帳簿、書類その他の物件を検査し、

若しくは関係者に質問することができる。

立ち入り検査をする農林水産省の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が公共サービス

改革法第26条第１項に基づくものであることを事業者に明示するとともに、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者に提示するものとする。

(3) 指示

農林水産省は、事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認

めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができるものとする。

(4) 秘密の保持

事業者は、本業務に関して農林水産省が開示した情報等（公知の事実等を除く。）及び業務遂

行過程で作成した提出物等に関する情報を漏えいしてはならないものとし、そのための必要な措

置を講じなければならない。事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはそ

の職員その他本業務に従事している者または従事していた者は、業務上知り得た秘密を漏らし、

または盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、または盗用した場合には、公共サービス

改革法第54条の規定により罰則の適用がある。

(5) 個人情報の取り扱い

① 基本的事項

落札事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務による事務を処理するための個

人情報の取り扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有

する個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５８号）第６条第２項の規定に基

づき、個人情報の漏洩、滅失、改ざんまたはき損の防止その他の個人情報の適切な管理のた

めに必要な措置を講じなければならない。

② 取得の制限

落札事業者は、本業務による事務を処理するために個人情報を取得する時は、あらかじめ、

本人に対しその利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範

囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得するものとする。

③ 利用及び提供の制限

落札事業者は、施設管理担当者の指示または承諾があるときを除き、個人情報を自ら利用

し、または提供してはならない。

④ 複写等の禁止
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落札事業者は、施設管理責任者の指示または承諾があるときを除き、本業務による事務を

処理するために施設管理責任者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、ま

たは複製してはならない。

⑤ 事案発生時における報告

落札事業者は、個人情報の漏洩等の事案が発生し、または発生する恐れがあることを知った時

は、速やかに施設管理責任者に報告し、指示に従うものとする。本業務が終了し、または解除

された後においても同様とする。

⑥ 管理体制の整備

落札事業者は、本業務による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管

理体制を定めなければならない。

⑦ 業務従事者への周知

落札事業者は、業務従事者に対し、在職中及び退職後においても本業務による事務に関し

て知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない

など、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

(6) 業務の引継ぎ

① 事業者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう必要に応じて前年度の本業務実施事業

者から業務開始日までに必要な引継ぎを受けなければならない。

② 本業務を実施する事業者の変更があった場合には、事業者は、変更後の事業者との間で業

務内容について適切に引継ぎを行わなければならない。この場合、業務引継資料等を作成の

上、農林水産省に文書及び電子媒体で業務終了日までに提出しなければならない。なお、電

子媒体の提出に当たっては、Microsoft Office Word またはMicrosoft Office Excel形式とし、

事前に最新パターンによるウィルスチェックを行い、ウィルス等に感染していないことを確認する

こと。

(7) 契約に基づき事業者が講ずべき措置

① 業務の開始及び中止

(ｱ) 事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなけれ

ばならない。

(ｲ) 事業者は、やむを得ない事由により本業務を中止しようとするときは、あらかじめ農林水産

省の承認を得なければならない。

② 公正な取扱い

(ｱ) 事業者は、本業務の実施に当たって、当該施設利用者を具体的な理由なく区別してはな

らない。

(ｲ) 事業者は、当該施設の利用者の取扱いについて、自らが行う他の事業の利用の有無によ

り区別してはならない。

③ 金品等の授受の禁止

事業者は、本業務において、金品等を受け取り、または与えてはならない。

④ 宣伝行為の禁止

事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たって、自らが行う業務の宣伝を行

ってはならない。事業者及び本業務を実施する者は、本業務の実施の事実をもって、第三者

に対し、誤解を与えるような行為をしてはならない。

⑤ 法令の遵守

事業者は､本業務を実施するに当たり､適用を受ける関係法令等を遵守しなければならない｡

⑥ 安全衛生



- 7 -

事業者は本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理について､責任者を定め､

関係法令に従って行わなければならない。

⑦ 記録・帳簿書類等

事業者は、実施年度毎に本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、委託事業を終了し、

または中止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。

⑧ 権利の譲渡

事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部または一部を第三者に譲渡して

はならない。

⑨ 権利義務の帰属

(ｱ) 本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、事業者は、そ

の責において、必要な措置を講じなければならない。

(ｲ) 事業者は､本業務の実施状況を公表しようとするときは､あらかじめ農林水産省の承認を得

なければならない。

⑩ 再委託の取扱い

(ｱ) 事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。

(ｲ) 一の事業者では、本業務を実施できない場合は、あらかじめ入札参加グループを構成す

ること。

(ｳ) 事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則としてあ

らかじめ企画書において再委託に関する事項（再委託先の住所、名称、再委託先に委託す

る業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報

告徴取その他業務管理方法）について記載しなければならない。

(ｴ) 事業者は、本契約締結後、やむを得ない事由により再委託を行う場合には、再委託に関

する事項（再委託先の住所・名称・委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必

要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴取その他業務管理の方法）を明らかにした

上で、農林水産省の承認を得なければならない。

(ｵ) 事業者は、上記(ｲ)から(ｳ)により再委託を行う場合には、再委託先から必要な報告を徴取

することとする。

(ｶ) 上記の秘密の保持等、公正な取扱い、金品の授受の禁止、宣伝行為の禁止、農林水産省

の契約によらない自らの業務の禁止等について、再委託先は、事業者と同様の義務を負うも

のとする。また、事業者は、再委託先に遵守させるための必要な措置を講じなければならな

い。

⑪ 業務途中における入札参加グループからの脱退

代表事業者及び入札参加グループの参加事業者は、本業務を完了する日までは入札参加

グループから脱退することはできない。

⑫ 業務途中における参加企業の破産又は解散に対する処置

入札参加グループのうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、

農林水産省の承認を得て、残存する参加事業者が共同連帯して当該参加事業者の分担業を

完了するものとする。

ただし、残存する参加事業者のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存事業者全員

及び農林水産省の承認を得て、新たな構成員を当該入札参加グループに加入させ、当該参

加事業者を加えた入札参加グループが共同連帯して破産又は解散した参加事業者の分担業

務を完了するものとする。

⑬ 契約解除
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農林水産省は、事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(ｱ) 法第２２条第１項第１号イからチまたは同項第２号に該当するとき

(ｲ) 暴力団を業務を統括する者または従業員としていることが明らかになったとき

(ｳ) 暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかにな

ったとき

⑭ 契約解除時の取扱い

(ｱ) 上記⑬に該当し、契約を解除した場合には、農林水産省は事業者に対し、当該解除の日

までに本業務を契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支給する。

(ｲ) この場合、事業者は、契約金額の１００分の１０に相当する金額を違約金として農林水産省

の指定する期間内に納付しなければならない。

(ｳ) 農林水産省は､事業者が上記(ｲ)の規定による金額を国の指定する期日までに支払わない

ときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年１００分

の５の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。

(ｴ) 農林水産省は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることが

できる。

⑮ 委託内容の変更

農林水産省及び落札事業者は、本件業務の質の向上の推進、またはその他やむを得ない

事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を書面によりそれぞ

れの相手方に提出し、それぞれの相手方の承諾を得なければならない。

⑯ 設備更新の際における事業者への措置

実施期間中に設備が更新される際は、更新機器について事業者へ通知するとともに、契約

変更を行う場合がある。

⑰ 契約の解釈

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、事業者と農林水産省が協議する

ものとする。

６ 契約により当該事業者が負うべき責任に関する事項

事業者またはその職員その他の本業務に従事する者が、故意または過失により、第三者に損害

を加えた場合は、次に定めるところによるものとする。

(1) 農林水産省が国家賠償法（昭和22年法律第125号）第１条第１項等に基づき、当該第三者に

対する賠償を行ったときは、農林水産省は事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額

（当該損害の発生について農林水産省の責めに帰すべき理由が存する場合は、農林水産省が

自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）について求償することができる。

(2) 事業者が民法（明治29年法律第89号）第709条等に基づき、当該第三者に対する賠償を行っ

た場合であって、当該損害の発生について農林水産省の責めに帰すべき理由が存するときは、

事業者は農林水産省に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ず

べき金額を超える部分について求償することができる。

７ その他本業務の実施に関し必要な事項

(1) 評価アドバイザーの活用

農林水産省は、法に基づく公共サービス改革基本方針において、選定された施設管理運営業

務の実施を公正に行うために評価アドバイザーの意見を求めることとする。

なお、評価アドバイザーは、第三者の有識者とし、当該業務に直接的な利害関係者を排除した
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中立的な者複数名で構成する。

(2) 本業務の実施状況等の報告及び公表

事業者の実施状況等については、上記５に示す報告等を踏まえ、農林水産省において年度毎

に取りまとめて官民競争入札等監理委員会へ報告するとともに、公表するものとする。

また、農林水産省は、事業者に対する会計法令に基づく監督及び検査の状況について、業務

終了後に監理委員会へ報告するとともに、公共サービス改革法第26条及び第27条に基づく報告

聴取、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要

を監理委員会へ報告するものとする。

(3) 農林水産省は、上記(2)の規定により指示等を行った場合、必要に応じ事業者から直接意見の

聴取等を行うことができるものとする。

(4) 農林水産省の検査・監督体制

本契約に係る検査・監督体制は次のとおりであり、監督は、契約担当官等が、自らまたは補助

者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。

① 施設管理責任者

農林水産省大臣官房経理課長

② 検査職員

農林水産省大臣官房経理課課長補佐（用度班担当）

農林水産省大臣官房経理課課長補佐（庁舎営繕班担当）

③ 監督職員

農林水産省大臣官房経理課施設管理専門官

農林水産省大臣官房経理課営繕専門官

○農林水産省大臣官房経理課用度班用度係長

農林水産省大臣官房経理課用度班庁中管理係長

農林水産省大臣官房経理課庁舎営繕班庁舎係長

農林水産省大臣官房経理課庁舎営繕班電気通信係長

農林水産省大臣官房経理課庁舎営繕班設備係長

※ ○印の職員は、業務全般について統括責任者と主に対応する職員である。

(5) 事業者が負う可能性のある主な責務等

① 事業者の責務等

(ｱ) 公共サービス改革法第25条第２項の規定により、本業務に従事する者は、刑法（明治40年

法律第45号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる｡

(ｲ) 公共サービス改革法第54条の規定により、本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、ま

たは盗用した者は、１年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される。

(ｳ) 公共サービス改革法第55条の規定により、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、または検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし

た者、あるいは指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処される。

(ｴ) 公共サービス改革法第56条の規定により、法人の代表者または法人若しくは人の代理人、

使用人、その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、公共サービス改革法第55条

の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して同条の刑が科さ

れる。

② 会計検査

事業者は、①本業務が会計検査院法（昭和22年法律第73号）第22条に該当するとき、②同法

第23条第１項第７号に規定する「事務若しくは業務の受託者」に該当し、会計検査院が必要と認
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めるときは、同法第25条及び第26条により、会計検査院の実地検査を受け、または同院から直

接若しくは農林水産省を通じて、資料・報告等の提出を求められ、若しくは質問を受ける場合が

ある。

８ 事業者における事業の実施体制及び実施方法の概要

事業者が行う業務は、警備保安業務、点検等及び保守業務、清掃業務、環境衛生管理業務、

その他の運営業務である。

これらの実施体制については、４つの企業によりグループを形成し、統括責任者及び副責任者

を配置する。統括責任者が中心となり、各業務について安定した事業体制を構築し、施設利用者

の快適性の確保や建物設備等の品質の維持及び緊急時における対応など快適な環境を図るも

のとする。
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